
 

垂水市指定給水装置工事事業者の新規指定に係る申請手続きについて 

 

 

垂水市水道課業務係 

 

  日頃より、本市水道事業にご理解、ご協力をくださり、厚くお礼申し上げます。 

垂水市内の水道給水区域内における給水装置の工事は、水道法、本市給水等条例等に 

基づき、指定給水装置工事事業者の指定を受けた者が施行することになっております。 

新規指定の申請手続きにつきましては、下記等ご参考の上、必要な書類一式のご提出 

をくださいますようお願いいたします。 

ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。 

 記 

１．提出が必要な書類 

個人 法人 更新申請に必要な書類 備 考 

〇 〇 指定給水装置工事事業者申請書（様式第１） 
表裏ともご記入くだ

さい（要両面印刷） 

〇 〇 機械器具調書（別表） 
器具等の写真を添付

してください 

〇 〇 誓約書（様式第２） 
欠格要件に該当して

いないこと 

－ 〇 定款の写し 
直近のものを添付し

てください 

－ 〇 登記事項証明書又は登記簿謄本 
発行日から３か月以

内のものとします 

〇 － 住民票（個人番号が記載されていないもの） 
発行日から３か月以

内のものとします 

〇 〇 
給水装置主任技術者選任・解任届出書（様式第３） 

選任している主任技術者の免状の写し 

全員分の免状の写し

を添付してください 

 

２．申請手続きの流れ 

①申請書類の提出 

及び審査 
②事務手続き手数料支払い ③指定事業者証の送付 

申請書類の提出を受けて 

書類内容の確認、審査を 

水道課で行います 

水道課が発行する納入通知書に 

基づき、指定金融機関でのお支 

払い、又は水道課指定口座への 

振り込みをお願いします 

手数料の納入確認後、 

水道課より発送します 

  ※申請書類のご提出は郵送で構いません 

  ※申請及び添付書類の内容に不備等がある場合は、指定手続きが出来ないことが 

ありますのでご注意ください。 

  ※申請後、必要に応じ書類等の提出をお願いすることがあります。 

 

 

 

 

 



 

３．指定の基準 

  一 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く 

    者であること 

   

二 厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること 

    （１）金切りのこその他の管の切断用の機械器具 

    （２）やすりパイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具 

（３）トーチランプパイプレンチ、その他の接合用の機械器具 

   （４）水圧テストポンプ 

   

三 次のいずれにも該当しない者であること（欠格要件） 

    イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として、厚生 

      労働省令で定めるもの 

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ハ この法律に違反して、刑に処せられ。その執行を終わり、又は執行を受けることが 

   なくなった日から２年を経過しない者 

ニ 第 25 条の 11 第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から２年を経 

過しない者 

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の 

理由がある者 

ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 

 

４．新規指定に係る事務手続き手数料 

１０，０００円 

 

５．指定の有効期間について 

   改正水道法の施行を受けて、令和元年１０月１日以降に新規指定を受けた事業者 

  様の指定有効期間は、指定を受けた日から５年間となっております。 

（引き続き指定を受ける場合は更新申請を行っていただく必要があります） 

 

６．給水装置工事申請の契約内容について（定型約款） 

   令和２年４月１日施行の民法の一部改正を受けて、「定型約款」に関する規定が 

  新設されました。 

   これにより給水装置工事申請時に、申込者に対して定型約款の表示や説明が義務 

  付けられております。 

   本市における給水装置工事申請に伴う手数料等の定型約款は、「垂水市給水条例」 

及び「垂水市給水条例施行規則」の内容となります。 

   本市ホームページ「垂水日和」、「市政の動き」⇒「垂水市例規集」⇒「第１２ 

  類公営企業」⇒「第５章水道事業」上に、条例及び規則を掲載しておりますので、 

  内容等ご確認ください。 

 

７．申請書等送付先、お問い合わせ先 

〒８９２－２１９２ 鹿児島県垂水市上町１１４番地 垂水市役所水道課業務係 

電話：０９９４－３２－１１１１（内線１２９・１３５） 


